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新型コロナウイルスワクチン接種業務及び臨時特別給付金事業運

営委託業務における過大請求について 

 羽曳野市が発注した新型コロナウイルスワクチン接種事業及び臨時特別給付金事業の委託業

務において、受託者である近畿日本ツーリスト株式会社が過大請求を行っていた事案について、

過大請求額が確定し羽曳野市への返還が完了しましたので報告いたします。 

概要 

１．対象事業 

〇新型コロナウイルスワクチン接種業務委託事業 

対象契約期間：令和 3年 3月 1日から令和 5年 3月 31日まで 

対象業務：ワクチンコールセンター等業務・新型コロナウイルスワクチン接種にかかる集

団接種業務 

〇臨時特別給付金事業 

対象契約期間：令和 4年 1月 13日から令和 5年 2月 28日まで 

対象業務：臨時特別給付金事業運営委託業務・価格高騰緊急支援給付金事業運営委託業務 

２．契約金額及び過大請求額並びに返還額 ※ 各業務の詳細は別紙参照

業務名 契約金額 過大請求額 
遅延損害金額 

（年利 3％） 
返還額 

A.ワクチン接種

業務委託事業等 

4億 7,863万

3,786円 

1,447万

2,984円 
73万 3,882円 1,520万 6,866円 

B.臨時特別給付

金事業運営委託

業務等 

6,743万

4,509円 

704万 

6,557円 
29万 7,106円 734万 3,663円 

合計 
5億 4,606万

8,295円 

2,151万

9,541円 
103万 988円 2,255万 529円 

  （内 1,167万 3,122円返還済みにて 令和 6年 1月 31日返還額 1,087万 7,407円） 

３．事案の概要 

近畿日本ツーリストは、各業務において、委託契約を交わした必要人員数に対し、諸処の

事情等により出務数が少なかったにもかかわらず、本市には契約時の必要人員通りに請求し

ていたこと等により過大請求が発生したもの。 



４．経過 

近畿日本ツーリストから本市事業において過大な請求があり、社内調査を行う旨の申し出が

あった（令和 5年 4 月 19 日）ことから、近畿日本ツーリストと本市の双方において過大請求

の事実確認を行った。 

第一段階として新型コロナワクチン接種に係るコールセンター業務の一部契約について、近

畿日本ツーリストから報告書の提出を受け、本市で精査した結果、精算額が確定し、令和 5年

8月 2日返還を受けた（契約金額：7,690万 2,518円 清算金額：6,522万 9,396円 返還額：

1,167万 3,122円）。 

さらに本市が近畿日本ツーリストに委託した他業務を順次精査。精査内容に関し、令和 6年

1月 18日最終報告書の提出を受け、本市において内容に相違のないことを確認したことから、

過大請求額の返還及び遅延損害金の請求を行い、令和 6 年 1月 31日に返還されたことを確認

した。 

対 応 

返還された金額については、令和 6年度に国庫補助金の実績報告書を修正し返還する。 

問合せ 

保健福祉部

電話番号 072-958-1111



羽曳野市報道提供資料 

令和 6年 1月 31日 

新型コロナウイルスワクチン接種業務及び臨時特別給付金事業運営委託業務一覧 

Ａ.ワクチン接種業務委託事業等 

１） 新型コロナウイルスワクチン接種に係るコールセンター等業務

（１）契約日 令和３年２月１８日（変更契約 令和３年４月２２日） 

（２）履行期間 令和３年３月１日 ～ 令和３年９月３０日 

（３）契約金額 ７６，９０２，５１８円 

（４）精算金額 ６５，２２９，３９６円  

（５）返還額 １１，６７３，１２２円  ※ 返還日：令和 5年 8月 2日

（６）遅延損害金  ５８５，２５４円  

２）新型コロナウイルスワクチン集団接種（四天王寺大学）会場設営等業務

（１）契約日 令和３年７月２１日  

（２）履行期間 令和３年７月２３日 ～ 令和３年８月３０日 

（３）契約金額 ２６，９４２，０５４円 

（４）精算金額 ２６，４８９，５１３円 

（５）返還額 ４５２，５４１円 

（６）遅延損害金    ３１，７２２円 

３）羽曳野市新型コロナウイルスワクチン接種に係る第二弾集団接種業務

（１）契約日 令和３年７月２日（変更契約 最終 令和４年２月２１日） 

（２）履行期間 令和３年７月３日 ～ 令和４年３月３１日 

（３）契約金額 ７６，８２８，４６６円 

（４）精算金額 ７５，７４８，０６３円 

（５）返還額   １，０８０，４０３円 

（６）遅延損害金   ５７，０９０円 

４）新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団接種業務【３回目接種】

（１）契約日  令和４年１月２６日（変更契約 最終  令和４年５月２６日） 

（２）履行期間  令和４年１月２９日 〜  令和４年６月１２日 

（３）契約金額  ４２，１７８，５８２円 

（４）精算金額  ４１，２３８，８５７円 

（５）返還額   ９３９，７２５円 

（６）遅延損害金   ４８，８８７円 

別 紙 



５）新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団接種業務【４回目接種】

（１）契約日  令和４年６月３０日（変更契約 最終 令和４年９月２０日） 

（２）履行期間  令和４年７月２日 〜  令和５年３月２６日 

（３）契約金額  ６１，３７９，６３６円 

（４）精算金額  ６１，２１１，３５８円 

（５）返還額 １６８，２７８円 

（６）遅延損害金  ５，７１０円 

６）新型コロナウイルスワクチン接種に係るワクチン接種記録システム（ＶＲＳ）入力

及び窓口電話対応業務

（１）契約日  令和４年４月１日（変更契約 最終 令和４年９月３０日） 

（２）履行期間  令和４年４月１日 〜 令和５年３月３１日 

（３）契約金額  ３７，１７９，０６３円 

（４）精算金額  ３７，０２０，１４８円 

（５）返還額 １５８，９１５円 

（６）遅延損害金  ５，２１９円 

Ｂ.臨時特別給付金事業運営委託業務等 

１） 臨時特別給付金事業運営委託業務（１０万円給付事業）

（１）契約日 令和４年１月１２日  

（２）履行期間 令和４年１月１３日 ～ 令和４年９月３０日 

（３）契約金額 ４１，８５８，４３７円 

（４）精算金額 ３６，４５０，４６３円  

（５）返還額 ５，４０７，９７４円 

（６）遅延損害金 ２４８，１４１円 

２） 臨時特別給付金事業運営委託業務（上記契約の変更契約分）

（１）契約日 令和４年６月１５日 

（２）履行期間 令和４年１月１３日 ～ 令和４年１１月３０日 

（３）契約金額 １０，５７２，９８０円 

（４）精算金額 １０，０２４，３４５円  

（５）返還額   ５４８，６３５円 

（６）遅延損害金   １８，７８４円 



３） 価格高騰緊急支援給付金事業運営委託業務（５万円給付事業）

（１）契約日 令和４年１０月１３日 

（２）履行期間 令和４年１１月７日 ～ 令和５年２月２８日 

（３）契約金額 １５，００３，０９２円 

（４）精算金額 １３，９１３，１４４円 

（５）返還額 １，０８９，９４８円 

（６）遅延損害金 ３０，１８１円 
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